
治 癒 証 明 書

幼児期の伝染病は周囲の衛生管理が大変です。お互いに注意しあって大事

に至らないように心がけましょう。発生したらすぐに連絡してください。

学校保健法に基づき、法定伝染病及びその他伝染性の病気にかかった場合

は登園することができません。医師の診断が解除されましたら、下記に証

明の上、登園させてください。

からたけ保育園 御中

平成 年 月 日

【 医師証明欄 】

登園停止の下記の病気については、現在治癒しており、

伝染するおそれがないことを認めます。

病 名

医 師 名

【 保護者証明欄 】

組 名

園 児 名

保護者名 ,


